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⑥ 議案第４号  四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱及び任命につ 

いて 

 



 

議案第４号 

 

 

四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱及び任命について 

 

 

四万十町放課後子ども教室開設事業実施要綱（平成 20 年教育委員会告示第２

号）第９条第３項に規定する四万十町放課後子ども教室運営委員会の委員を別

紙のとおり委嘱し、又は任命することについて、委員会の意見を求める。 

 

令和２年７月１４日 提出       

 

                 四万十町教育長  山脇 光章 
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【参考】 

 

四万十町放課後子ども教室開設事業実施要綱 

（平成 20 年教育委員会告示第２号） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、四万十町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の

所管する小学校の授業日の放課後や休業日において、小学校等の施設を利

用し、子供たちの安全、安心な活動拠点を設け、児童の健全育成が図られ

る環境づくりを推進するために実施する四万十町放課後子ども教室開設事

業（以下「子ども教室」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 ～ 第８条   （略）  

（運営委員会） 

第９条 子ども教室の運営方法等を検討するため、四万十町放課後子ども教

室運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 事業計画の策定 

(２) 安全管理方策の調査及び検討 

(３) 広報活動方策の調査及び検討 

(４) ボランティア等の地域協力者の人材確保方策の調査及び検討 

(５) 活動プログラムの企画 

(６) 事業実施後の検証・評価 

(７) その他事業の運営に関し必要な事項 

３ 運営委員会は、委員 10 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから

教育長が委嘱又は任命する。 

(１) 子ども教室（指導者）の代表者 

(２) 子ども教室（保護者）の代表者 

(３) 四万十町ＰＴＡ連合会の代表者 

(４) 学校関係の代表者 

(５) 第 11 条第１項に規定するコーディネーターの代表者 

(６) 町職員 

(７) 教育委員会職員 

４ 前項６号に定める町職員は、健康福祉課長及び町民課長を第７号の教育

委員会職員は、生涯学習課長をもって充てる。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 運営委員会に委員長１人及び副委員長１人を置く。 

７ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

８ 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。 

９ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代

理する。 

第 10 条         （略） 
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